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(57)【要約】
【課題】水和膜形成能に優れ、化粧もちの良い皮膚外用
組成物を提供する。
【解決手段】イソステアリン酸ポリグリセリルとシリコ
ーン系油剤を含む皮膚外用組成物。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
イソステアリン酸ポリグリセリルとシリコーン系油剤を含む皮膚外用組成物。
【請求項２】
ダイマージリノール酸水添ヒマシ油、ヒマシ油及びヒドロキシステアリン酸からなる群か
ら選ばれる１種又は２種以上の油剤を含むことを特徴とする、請求項１に記載の皮膚外用
組成物。
【請求項３】
水分含有量が１質量％以下であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の皮膚外用組
成物。
【請求項４】
色材を含有することを特徴とする、請求項１～３の何れか一項に記載の皮膚外用組成物。
【請求項５】
前記色材が前記イソステアリン酸ポリグリセリルにより被覆されていることを特徴とする
、請求項４に記載の皮膚外用組成物。
【請求項６】
唇用化粧料である請求項１～５の何れか一項に記載の皮膚外用組成物。
【請求項７】
前記イソステアリン酸ポリグリセリルが、エステル化率がＹ％である、重合度Ｘのポリグ
リセリンとイソステアリン酸のエステル縮合体であり、下記式（１）及び（２）を充足す
ることを特徴とする、請求項１～６の何れか一項に記載の皮膚外用組成物。
（１）Ｙ＜Ｘ＋３７
（２）２０＜Ｙ＜５０
（Ｘは２以上の整数である）
【請求項８】
前記イソステアリン酸ポリグリセリルが、下記式（３）を充足することを特徴とする、請
求項７に記載の皮膚外用組成物。
（３）２５≦Ｙ≦３５
【請求項９】
ポリグリセリンの重合度Ｘが６以上であることを特徴とする、請求項７又は８に記載の皮
膚外用組成物。
【請求項１０】
前記シリコーン系油剤が、単位構造として少なくとも下記化学式（１）で表される単位構
造を有することを特徴とする、請求項１～９の何れか一項に記載の皮膚外用組成物。
化学式（１）
【化１】

【請求項１１】
前記シリコーン系油剤が、下記化学式（２）で表される単位構造及び／又は下記化学式（
３）で表される単位構造を有することを特徴とする、請求項１０に記載の皮膚外用組成物
。
化学式（２）
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【化２】

化学式（３）
【化３】

【請求項１２】
前記シリコーン系油剤がトリメチルシロキシフェニルジメチコンであることを特徴とする
、請求項１～１１の何れか一項に記載の皮膚外用組成物。
【請求項１３】
前記シリコーン系油剤の含有量と、前記イソステアリン酸ポリグリセリルの含有量との質
量比が９：１～１：１であることを特徴とする、請求項１～１２の何れか一項に記載の皮
膚外用組成物。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はイソステアリン酸ポリグリセリルを含有する組成物及び水和膜形成剤に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　口紅の化粧もちには大きく分けて、長時間、唇上に色やつやが残っているロングラステ
ィング効果、及びコーヒーカップなどの食器や、ストローなどに口紅がつかない二次付着
レス効果の２つの要素がある（非特許文献１）。従来、口紅の分野ではこの２つの観点か
ら化粧もちを向上させる研究が行われてきた。
　特に二次付着レス効果を向上させるために、肌への塗布後に、シリコーン系油剤が上層
に、エステル油が下層に分離するような性質をもつ唇用化粧料が提案されている。
【０００３】
　肌への塗布後に相分離を起こす性質を持つ唇用化粧料は、例えば、特許文献１～４にお
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いて開示されている。
　特許文献１には、モノイソステアリン酸グリセリンとメチルフェニルシリコーンと水お
よび／またはグリセリンとワックスを特定量含む唇用化粧料が記載されている。
　特許文献２には、水添ポリイソブテン、メチルフェニルシリコーン、親油性界面活性剤
及びワックスを特定量含む唇用化粧料が記載されている。
　特許文献３には、ブロック型アルキレンオキシド誘導体、ジメチルジフェニルポリシロ
キサン、ジイソステアリン酸ジグリセリル及び／又はトリイソステアリン酸ジグリセリル
を特定量含む唇用化粧料が記載されている。
【０００４】
　また、特許文献４には、多価アルコール変性シリコーン、常温液状のエステル油、着色
剤、２５℃における屈折率が１．４７以上の油剤及び融点が３５～４５℃で常温で固体の
トリグリセリルを含有することを特徴とする油性化粧料が開示されている。
　そして、特許文献４には、当該油性化粧料を肌や口唇に塗布すると、皮膚の水分や、空
気中の水分により、多価アルコール変性シリコーンと油剤が相分離して化粧膜にツヤを与
え、多価アルコール変性シリコーンが水分により粘性が高まって化粧膜が強固になり、化
粧持続性が向上することが記載されている（段落０００６）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ＷＯ２０１０／１１３９５６号パンフレット
【特許文献２】特開２０１１－１４０４８１号公報
【特許文献３】特開２０１１－４２６１０号公報
【特許文献４】特開２０１４－１８１２１８号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】日本化粧品技術社会（２００３）．『化粧品辞典』、Ｐ１３７～１３８
、丸善株式会社
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１には、水を含まない唇用化粧料は二次付着レス効果に劣ることが開示されて
いる（段落００４６）。
　また、特許文献２には、水及びグリセリンの配合量が２質量％以下である唇用化粧料は
、安定性が悪く二次付着レス効果の測定すらできないことが開示されている（表７、段落
００７０）。
　さらに、特許文献３には、イオン交換水及び１０％食塩水の何れも含まない唇用化粧用
は、二次付着レス効果に劣ることが開示されている（表２、表３）。
　このように特許文献１～３に係る唇用化粧料は、皮膚の水分や、空気中の水分を抱水す
る機能が弱い、若しくは無いため、初めから処方に水を含有させる必要があった。
　そのため、製造直後から一定の粘性を有しており扱いづらく、また肌への塗布前から分
離が起き始め不安定であるという問題があった。
【０００８】
　一方、特許文献４に記載の油性化粧料は、皮膚の水分や、空気中の水分を取り込むこと
ができ、初めから水を含有させる必要が無い。しかし、特許文献４には、必須成分である
トリグリセリルを含まない場合には、色持ちの良さと色移りのなさが著しく低下すること
が開示されている（表１、段落００３１）。
　これは、特許文献４の油性化粧料に含まれている親水性の成分、例えば、トリイソステ
アリン酸ポリグリセリル－２の水和力だけでは空気中の水分や皮膚上の水分を取り込み、
化粧もちを向上させることができないことを示している。
【０００９】
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　このような状況に鑑み、本発明は水和膜形成能に優れ、化粧もちの良い皮膚外用組成物
を提供することを課題とする。
　特に、本発明はロングラスティング効果、二次付着レス効果及び保湿持続効果に優れた
唇用化粧料を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決する本発明は、イソステアリン酸ポリグリセリルとシリコーン系油剤を
含む皮膚外用組成物である。
　本発明の皮膚外用組成物は、ロングラスティング効果、二次付着レス効果及び保湿持続
効果に優れる。
【００１１】
　本発明の好ましい形態では、さらにダイマージリノール酸水添ヒマシ油、ヒマシ油及び
ヒドロキシステアリン酸からなる群から選ばれる１種又は２種以上の油剤を含む。
　これらの油剤を含むことによって、皮膚外用組成物の均一性を向上させ、発色性を向上
させることができる。
【００１２】
　本発明の好ましい形態では水分含有量が１質量％以下である。
　水の含有量が前記範囲である本発明の皮膚外用組成物は扱い易さに優れる。
【００１３】
　本発明の好ましい形態では、色材を含有する。
　前記イソステアリン酸ポリグリセリルは水和膜を形成する際に、色材も抱え込むことが
できるため、色落ちや色移りが起こりにくい。
　そのため、色材を含有する形態の本発明の皮膚外用組成物は、優れた二次付着レス効果
とロングラスティング効果を発揮する。
【００１４】
　本発明の皮膚外用組成物は好ましくは、唇用化粧料である。
　本発明の皮膚外用組成物は、水分を呼気から供給できるため、唇用化粧料への応用に特
に適している。
【００１５】
　本発明の好ましい実施の形態では、前記イソステアリン酸ポリグリセリルが、エステル
化率がＹ％である、重合度Ｘのポリグリセリンとイソステアリン酸のエステル縮合体であ
り、下記式（１）及び（２）を充足する。
（１）Ｙ＜Ｘ＋３７
（２）２０＜Ｙ＜５０
（Ｘは２以上の整数である）
【００１６】
　上記式（１）及び式（２）の条件を充足するイソステアリン酸ポリグリセリルは、水和
膜形成能に優れる。そのため、該イソステアリン酸ポリグリセリルは肌への塗布後に外部
からの水分を取り込むことができ、肌上に水和膜を形成することができる。
　そのため、上記イソステアリン酸ポリグリセリルを含む本発明の皮膚外用組成物は化粧
もちに優れる。
【００１７】
　本発明の好ましい形態では、前記イソステアリン酸ポリグリセリルが下記式（３）を充
足する。
（３）２５≦Ｙ≦３５
　このような条件を充足するイソステアリン酸ポリグリセリルを含む本発明の皮膚外用組
成物は、外部から水を取り込んだ際に、特に粘度が高く強固な水和膜を形成することがで
き、化粧もちに優れる。
【００１８】
　本発明の好ましい形態では、前記ポリグリセリンの重合度Ｘが６以上である。
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　前記範囲の重合度のポリグリセリンにより構成されるイソステアリン酸ポリグリセリル
を含む本発明の皮膚外用組成物は、化粧もちに優れる。
【００１９】
　本発明の好ましい形態では、前記シリコーン系油剤が、単位構造として少なくとも下記
化学式（１）で表される単位構造を有する。
【００２０】
化学式（１）
【化１】

【００２１】
　上記シリコーン系油剤を含む本発明の皮膚外用組成物は、ロングラスティング効果、二
次付着レス効果及び保湿持続効果に優れる。
【００２２】
　本発明の好ましい形態では、前記シリコーン系油剤が、下記化学式（２）で表される単
位構造及び／又は下記化学式（３）で表される単位構造を有する。
【００２３】
化学式（２）

【化２】

【００２４】
化学式（３）

【化３】

【００２５】
　上記シリコーン系油剤を含む本発明の皮膚外用組成物は、ロングラスティング効果、二
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次付着レス効果及び保湿持続効果により優れる。
【００２６】
　本発明の好ましい形態では、前記シリコーン系油剤がトリメチルシロキシフェニルジメ
チコンである。
　トリメチルシロキシフェニルジメチコンを含む本発明の皮膚外用組成物は、ロングラス
ティング効果、二次付着レス効果及び保湿持続効果により優れる。
【００２７】
　本発明の好ましい形態では、前記シリコーン系油剤の含有量と、前記イソステアリン酸
ポリグリセリルの含有量との質量比が９：１～１：１である。
　イソステアリン酸ポリグリセリルとシリコーン系油剤との含有質量比が前記範囲である
本発明の皮膚外用組成物は、特に化粧もちに優れる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、外部から水を取り込んで強固な水和膜を形成し、化粧もちに優れた皮
膚外用組成物を提供することができる。
　特に本発明は二次付着レス効果、ロングラスティング効果、保湿性維持効果を発揮する
唇用化粧料を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】試験例１で使用したイソステアリン酸ポリグリセリルのポリグリセリンの重合度
Ｘとエステル化率Ｙに該当する点をプロットしたグラフを表す。
【図２】イソステアリン酸ポリグリセリル－３、ジイソステアリン酸ポリグリセリル－６
及びトリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０が形成する水和膜の偏光顕微鏡による観
察結果を表す。
【図３】Ｘ線小角散乱によるイソステアリン酸ポリグリセリル－３が形成する水和膜の測
定結果を示す。
【図４】Ｘ線小角散乱によるジイソステアリン酸ポリグリセリル－６が形成する水和膜の
測定結果を示す。
【図５】Ｘ線小角散乱によるトリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０が形成する水和
膜の測定結果を示す。
【図６】トリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０とシリコーン系油剤の混合物が形成
する水和膜の偏光顕微鏡による観察結果を表す。
【図７】実施例１～３及び比較例１、並びにＡ社の既製品のリキッドタイプの口紅を唇に
適量塗布し、塗布直後、５分後及び１０分後に白色板に唇を押し付けた時の白色板の写真
である。
【図８】実施例３並びに比較例１及び２リキッドタイプの口紅に水を添加した時の写真で
ある。
【図９】実施例３並びに比較例１及び２リキッドタイプの口紅を唇に適量塗布し、１時間
おきに白色板に唇を押し付けた時の白色板の写真である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明を実施するための形態について、詳述する。
＜１＞皮膚外用組成物
　本発明の皮膚外用組成物は、イソステアリン酸ポリグリセリルを含む。イソステアリン
酸ポリグリセリルを構成するイソステアリン酸の構造や、ポリグリセリン部分のエステル
化率及び重合度は特に限定されないが、以下の条件を充足するイソステアリン酸ポリグリ
セリルを好ましく例示することができる。
　すなわち、エステル化率がＹ％である、重合度Ｘのポリグリセリンとイソステアリン酸
のエステル縮合体であり、下記式（１）及び（２）を充足するイソステアリン酸ポリグリ
セリルを好ましく用いることができる。
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（１）Ｙ＜Ｘ＋３７
（２）２０＜Ｙ＜５０
（Ｘは２以上の整数である）
　なお、本明細書においてエステル化率は、イソステアリン酸ポリグリセリルを合成する
際に用いたイソステアリン酸とポリグリセリンの仕込み量より、次式の通り容易に算出で
きる。
エステル化率（％）＝（イソステアリン酸のｍｏｌ数／構成ポリグリセリンの総水酸基の
ｍｏｌ数）×１００
【００３１】
　このような条件を充足するイソステアリン酸ポリグリセリルは、水和膜形成能に優れて
いるため、本発明の皮膚外用組成物は、外部の水分を取り込むことで水和膜を形成するこ
とができる。そして、上記式（１）及び（２）を充足するイソステアリン酸ポリグリセリ
ルが形成する水和膜は液晶構造をとるため安定である。
　したがって、上記式（１）及び（２）を充足するイソステアリン酸ポリグリセリルを含
有する本発明の皮膚外用組成物は、化粧もちに優れている。
【００３２】
　上記式（１）及び式（２）を充足するイソステアリン酸ポリグリセリルとしては、モノ
イソステアリン酸ポリグリセリル－２、モノイソステアリン酸ポリグリセリル－３、ジイ
ソステアリン酸ポリグリセリル－４、ジイソステアリン酸ポリグリセリル－５、ジイソス
テアリン酸ポリグリセリル－６、トリイソステアリン酸ポリグリセリル－６、ジイソステ
アリン酸ポリグリセリル－７、トリイソステアリン酸ポリグリセリル－７、ジイソステア
リン酸ポリグリセリル－８、トリイソステアリン酸ポリグリセリル－８、テトライソステ
アリン酸ポリグリセリル－８、トリイソステアリン酸ポリグリセリル－９、テトライソス
テアリン酸ポリグリセリル－９、トリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０、テトライ
ソステアリン酸ポリグリセリル－１０、ペンタイソステアリン酸ポリグリセリル－１０な
どを例示できる。
【００３３】
　本発明においてイソステアリン酸ポリグリセリルのエステル化率Ｙは、好ましくは２０
％より大きく５０％未満であり、より好ましくは２５～４５％であり、さらに好ましくは
３０～４２％である。
　このような条件を充足するイソステアリン酸ポリグリセリルを用いる本発明の皮膚外用
組成物は、外部から水を取り込んだ際に、特に粘度が高く強固な水和膜を形成することが
でき、化粧もちに優れる。
【００３４】
　また、イソステアリン酸ポリグリセリルとしては、重合度Ｘが２以上であり、好ましく
は３以上、より好ましくは６以上、さらに好ましくは８以上のポリグリセリンのエステル
縮合体を用いることができる。
　このような重合度のポリグリセリンのエステル縮合体であるイソステアリン酸ポリグリ
セリルを用いることで、より透明性のある水和膜を形成することができる皮膚外用組成物
を提供することができる。
【００３５】
　また、イソステアリン酸ポリグリセリルとしては、重合度Ｘが、好ましくは２０以下、
より好ましくは１６以下、さらに好ましくは１２以下、さらに好ましくは１０以下のポリ
グリセリンのエステルを用いることができる。
【００３６】
　また、イソステアリン酸ポリグリセリルとしては、ポリグリセリンの重合度Ｘが２～４
の時はエステル化率Ｙが２５～３５％であることが好ましい。
【００３７】
　また、イソステアリン酸ポリグリセリルとしては、ポリグリセリンの重合度Ｘが５～８
の時はエステル化率Ｙが２５～４５％であることが好ましい。
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【００３８】
　また、イソステアリン酸ポリグリセリルとしては、ポリグリセリンの重合度Ｘが９～１
１の時はエステル化率Ｙが２５～４５％であることが好ましい。
【００３９】
　これらのイソステアリン酸ポリグリセリルのうち、トリイソステアリン酸ポリグリセリ
ル－１０が特に好ましい。
　トリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０を用いる本発明の皮膚外用組成物は、特に
粘度が高く強固な水和膜を形成することができる。
【００４０】
　本発明におけるイソステアリン酸ポリグリセリルのアシル基部分のイソステアリン酸の
構造は特に限定されず、どのような分岐の態様のものであっても用いることができる。好
ましくは、前記イソステアリン酸は分岐鎖が１つであり、分岐鎖の炭素数が１～３、より
好ましくは１であるイソステアリン酸ポリグリセリルを用いることができる。
【００４１】
　本発明においては水分含有量が、好ましくは１質量％以下、より好ましくは０．５質量
％以下、さらに好ましくは０．１質量％以下、さらに好ましくは０．０５質量％以下であ
る。
　本発明の皮膚外用組成物は、外部から水を取り込むことができ、水を予め含有させる必
要が無いため、組成物中でイソステアリン酸ポリグリセリルが水和することで高粘度にな
ることが無い。
　そのため、水分の含有量を前記範囲とすることによって、皮膚外用組成物は取り扱い性
に優れる。
　また、本発明の皮膚外用組成物における水の含有量を前記範囲とすることによって、安
定性を向上させることができる。
【００４２】
　本発明の皮膚外用組成物における、イソステアリン酸ポリグリセリルの含有量は、該イ
ソステアリン酸ポリグリセリルの水和膜の形成が阻害されない程度であれば特に限定され
ず、好ましくは５～９０質量％、より好ましくは１０～７０質量％、さらに好ましくは２
０～５０質量％、より好ましくは２５～４０質量％である。
　このような形態とすることによって、皮膚外用組成物の化粧もちを向上させることがで
きる。
【００４３】
　本発明の皮膚外用組成物は、色材を含有する実施の形態とすることが特に好ましい。
　イソステアリン酸ポリグリセリルは水和膜を形成する際に、色材を抱え込むことができ
る。そのため、このような実施の形態の本発明の皮膚外用組成物は二次付着レス効果とロ
ングラスティング効果に優れる。
【００４４】
　本発明の皮膚外用組成物における色材の含有量としては、０．０１～１０質量％、より
好ましくは０．０５～５質量％、さらに好ましくは０．１～３質量％としても良い。
　また、本発明の皮膚外用組成物は、水和膜中に色材を取り込み濃縮することができるた
め、色材の含有量はより少なくすることができる。そのため、本発明の皮膚外用組成物に
おける色材の含有量としては、０．００１～５質量％、より好ましくは０．００５～２質
量％、さらに好ましくは０．０１～１質量％としても良い。
【００４５】
　また、本発明の皮膚外用組成物において、イソステアリン酸ポリグリセリルの含有質量
と色材の含有質量の比は、好ましくは９９：１～５：１、より好ましくは８０：１～１０
：１、さらに好ましくは５０：１～１５：１としても良い。
【００４６】
　本発明に含有させる色材としては、化粧料に通常用いられる色材であれば特に制限なく
、粉末状でもレーキ状でもよく、無機顔料、有機顔料、パール顔料のいずれでもよい。特
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料、酸化鉄、カーボンブラック、チタン・酸化チタン焼結物、酸化クロム、水酸化クロム
、紺青、群青、チタン酸リチウムコバルト、マンガンバイオレット等の有色無機顔料、タ
ルク、白雲母、金雲母、紅雲母、黒雲母、合成雲母、絹雲母（セリサイト）、合成セリサ
イト、二酸化珪素、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化ジルコニウム、酸化アン
チモン、ケイ酸アルミニウム、メタケイ酸アルミニウムマグネシウム、ケイ酸カルシウム
、ケイ酸バリウム、ケイ酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硫酸バリ
ウム、ハイドロタルサイト、ヒドロキシアパタイト、窒化ホウ素等の白色体質粉体、酸化
チタン被覆雲母、酸化チタン被覆オキシ塩化ビスマス、酸化鉄雲母チタン、紺青処理雲母
チタン、カルミン処理雲母チタン、酸化チタン被覆合成金雲母、酸化チタン被覆ガラス末
、酸化チタン・酸化鉄被覆ガラス末、オキシ塩化ビスマス、魚鱗箔、ポリエチレンテレフ
タレート・アルミニウム・エポキシ積層末、ポリエチレンテレフタレート・ポリオレフィ
ン積層フィルム末、ポリエチレンテレフタレート・ポリメチルメタクリレート積層フィル
ム末等の光輝性粉体、赤色２０１号、赤色２０２号、赤色２０５号、赤色２２６号、赤色
２２８号、橙色２０３号、橙色２０４号、青色４０４号、黄色４０１号等の有機顔料粉体
、赤色２２３号、赤色２１８号、橙色２０１号等の染料、赤色３号、赤色１０４号、赤色
１０６号、橙色２０５号、黄色４号、黄色５号、緑色３号、青色１号等のジルコニウム、
バリウム又はアルミニウムレーキ等の有機顔料粉体、化粧料に通常用いられる粉体に有機
又は無機顔料を被覆した複合粉体、アルミニウム粉、金粉、銀粉等の金属粉体、微粒子酸
化チタン被覆雲母チタン、微粒子酸化亜鉛被覆雲母チタン、硫酸バリウム被覆雲母チタン
、酸化チタン含有二酸化珪素、酸化亜鉛含有二酸化珪素等の複合粉体等が挙げられ、これ
らは１種又は２種以上、または複合化して用いることができる。また、フッ素化合物、シ
リコーン系化合物、金属石ケン、界面活性剤、レシチン、アミノ酸、油剤、炭化水素等を
用いた公知の方法により表面処理したものを用いても良い。
【００４７】
　本発明においては、色材をイソステアリン酸ポリグリセリルで被覆して皮膚外用組成物
に含有させても良い。
　このような形態とすることによって、皮膚外用組成物の二次付着レス効果とロングラス
ティング効果を向上させることができる。
【００４８】
　本発明の皮膚外用組成物は必須成分としてシリコーン系油剤を含む。
　シリコーン系油剤を含有する本発明の皮膚外用組成物は、肌への塗布後に外部の水を取
り込み、肌に密着する層としてイソステアリン酸ポリグリセリルが水和膜を形成し、表層
にシリコーン系油剤が分離する。
　本発明によれば、経時で被膜表面につやを有する化粧もちの良い皮膚外用組成物を提供
することができる。
　また、シリコーン系油剤に加え、色材を加えた含有する形態とすれば、色材が水和膜に
取り込まれるため、色落ちや色移りを効果的に防止することができる。
【００４９】
　シリコーン系油剤としてはジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン等
の鎖状シリコーンやオクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロ
キサン等の環状シリコーンの何れも用いることができる。特に、単位構造として少なくと
も下記化学式（１）で表される単位構造を有するシリコーン系油剤を用いることが好まし
い。
【００５０】
化学式（１）
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【化４】

【００５１】
　また、本発明のより好ましい実施の形態では、下記化学式（２）で表される単位構造及
び／又は下記化学式（３）で表される単位構造を有するシリコーン系油剤を含むことが好
ましい。
【００５２】
化学式（２）

【化５】

【００５３】
化学式（３）

【化６】

【００５４】
　このようなシリコーン系油剤として、ジフェニルメチルシロキシフェニルメチコン／フ
ェニルシルセスキオキサンクロスポリマー、ジフェニルジメチコン、トリメチルシロキシ
フェニルジメチコン、ジメチコン等を好ましく例示することができ、特に好ましくはトリ
メチルシロキシフェニルジメチコンを例示することができる。
　これらのシリコーン系油剤を含有する本発明の皮膚外用組成物は、強固な水和膜を形成
することができる。
【００５５】
　シリコーン系油剤としては、２５℃で液体であるＩＯＢ値０．１以下の油剤、また、２
５℃における平均溶解性パラメーターが７．０（Ｊ／ｃｍ３）１／２未満の油剤、そして
、カルボキシル基、リン酸基、アミノ基などの極性基を有さない油剤が好ましい。
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【００５６】
　シリコーン系油剤の粘度は、２０℃において、好ましくは６００００ｍｐａ・秒以下、
より好ましくは１０００ｍｐａ・秒以下である。
　このような実施の形態の皮膚外用組成物は、強固な水和膜を形成することができる。
【００５７】
　このようなシリコーン系油剤としては、ＰＨ－１５６０（ジフェニルメチルシロキシフ
ェニルメチコン／フェニルシルセスキオキサンクロスポリマー、東レ・ダウコーニング社
）、シリコーンＫＦ５４（ジフェニルジメチコン、信越シリコーン社）、シリコーンＫＦ
５４ＨＶ（ジフェニルジメチコン、信越シリコーン社）、ＰＤＭ１０００（トリメチルシ
ロキシフェニルジメチコン、旭化成ワッカーシリコーン社）、シリコーンＫＦ９６－１０
（ジメチコン、信越シリコーン社）などの市販品を用いても良い。
【００５８】
　本発明においてシリコーン系油剤の含有量は、好ましくは３０～９９質量％、より好ま
しくは４０～９０質量％、さらに好ましくは５０～８０質量％、さらに好ましくは５５～
７５質量％である。
　シリコーン系油剤の含有量を前記範囲とすることによって、皮膚外用組成物の化粧もち
をより向上させることができる。
【００５９】
　シリコーン系油剤を含有する形態においては、イソステアリン酸ポリグリセリルとシリ
コーン系油剤との質量比が、好ましくは１：９～５：５、より好ましくは２：８～４：６
、さらに好ましくは２．５：７．５～３．５：６．５である。
　シリコーン系油剤とイソステアリン酸ポリグリセリルの量比を前記範囲とすることによ
って、皮膚外用組成物の化粧もちをより向上させることができる。
【００６０】
　また、本発明の皮膚外用組成物はシリコーン系油剤以外に以下の３種から選ばれる油剤
を含むことが好ましい。すなわち、本発明の実施の形態では、ダイマージリノール酸水添
ヒマシ油、ヒマシ油及びヒドロキシステアリン酸からなる群から選ばれる油剤を含むこと
が好ましい。
　これらの油剤を含む本発明の皮膚外用組成物は、均一性に優れる。
【００６１】
　本発明の皮膚外用組成物は、本発明の効果を損ねない限度において、通常使用される任
意成分を含有することもできる。この様な任意成分としては、例えば、マカデミアナッツ
油、アボカド油、トウモロコシ油、オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、ヒマシ油、サフラワ
ー油、綿実油、ホホバ油、ヤシ油、パーム油、液状ラノリン、硬化ヤシ油、硬化油、モク
ロウ、硬化ヒマシ油、ミツロウ、キャンデリラロウ、カルナウバロウ、イボタロウ、ラノ
リン、還元ラノリン、硬質ラノリン、ホホバロウ等のオイル、ワックス類；流動パラフィ
ン、スクワラン、プリスタン、オゾケライト、パラフィン、セレシン、ワセリン、マイク
ロクリスタリンワックス等の炭化水素類；オレイン酸、イソステアリン酸、ラウリン酸、
ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸等の高級脂肪酸
類；セチルアルコール、ステアリルアルコール、イソステアリルアルコール、ベヘニルア
ルコール、オクチルドデカノール、ミリスチルアルコール、セトステアリルアルコール等
の高級アルコール等；イソオクタン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、イソステアリ
ン酸ヘキシルデシル、アジピン酸ジイソプロピル、セバチン酸ジ－２－エチルヘキシル、
乳酸セチル、リンゴ酸ジイソステアリル、ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリコール
、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリン、ト
リ－２－エチルヘキサン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸トリメチロールプロ
パン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラ－２－エチルヘキサン酸ペ
ンタンエリトリット等の合成エステル油類等の油剤類；脂肪酸セッケン（ラウリン酸ナト
リウム、パルミチン酸ナトリウム等）、ラウリル硫酸カリウム、アルキル硫酸トリエタノ
ールアミンエーテル等のアニオン界面活性剤類；塩化ステアリルトリメチルアンモニウム
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、塩化ベンザルコニウム、ラウリルアミンオキサイド等のカチオン界面活性剤類；イミダ
ゾリン系両性界面活性剤（２－ココイル－２－イミダゾリニウムヒドロキサイド－１－カ
ルボキシエチロキシ２ナトリウム塩等）、ベタイン系界面活性剤（アルキルベタイン、ア
ミドベタイン、スルホベタイン等）、アシルメチルタウリン等の両性界面活性剤類；ソル
ビタン脂肪酸エステル類（ソルビタンモノステアレート、セスキオレイン酸ソルビタン等
）、グリセリン脂肪酸類（モノステアリン酸グリセリン等）、プロピレングリコール脂肪
酸エステル類（モノステアリン酸プロピレングリコール等）、硬化ヒマシ油誘導体、グリ
セリンアルキルエーテル、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類（ＰＯＥソルビタンモノオ
レエート、モノステアリン酸ポリオキエチレンソルビタン等）、ＰＯＥソルビット脂肪酸
エステル類（ＰＯＥ－ソルビットモノラウレート等）、ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル
類（ＰＯＥ－グリセリンモノイソステアレート等）、ＰＯＥ脂肪酸エステル類（ポリエチ
レングリコールモノオレート、ＰＯＥジステアレート等）、ＰＯＥアルキルエーテル類（
ＰＯＥ２－オクチルドデシルエーテル等）、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル類（ＰＯＥ
ノニルフェニルエーテル等）、プルロニック型類、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル類（
ＰＯＥ・ＰＯＰ２－デシルテトラデシルエーテル等）、テトロニック類、ＰＯＥヒマシ油
・硬化ヒマシ油誘導体（ＰＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等）、ショ糖脂肪酸エステ
ル、アルキルグルコシド等の非イオン界面活性剤類；ポリエチレングリコール、グリセリ
ン、エリスリトール、ソルビトール、キシリトール、マルチトール、プロピレングリコー
ル、２，４－ヘキサンジオール等の多価アルコール類；ピロリドンカルボン酸ナトリウム
、乳酸、乳酸ナトリウム等の保湿成分類；パラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤；アントラ
ニル酸系紫外線吸収剤；サリチル酸系紫外線吸収剤；桂皮酸系紫外線吸収剤；ベンゾフェ
ノン系紫外線吸収剤；糖系紫外線吸収剤；２－（２'－ヒドロキシ－５'－ｔ－オクチルフ
ェニル)ベンゾトリアゾール、４－メトキシ－４'－ｔ－ブチルジベンゾイルメタン等の紫
外線吸収剤類；エタノール、イソプロパノール等の低級アルコール類フェノキシエタノー
ル等の抗菌剤；アルギニン、グルタミン酸、水溶性ビタミン類等；アロエベラ、ウイッチ
ヘーゼル、ハマメリス、キュウリ、レモン、ラベンダー、ローズ等の植物抽出液などが好
ましく例示できる。
【００６２】
　本発明の皮膚外用組成物は、その優れた水和膜形成能を利用して、唇用化粧料に応用す
ることが好ましい。唇用化粧料としては、リップグロス、口紅（液状、固形状のもの双方
を含む）、リップクリームを例示することができる。
　本発明の唇用化粧料は、二次付着レス効果、ロングラスティング効果及び保湿持続効果
に優れる。
【実施例】
【００６３】
＜試験例１＞イソステアリン酸ポリグリセリルの水和膜形成能の評価
　表１に示すイソステアリン酸ポリグリセリルの水和膜形成能について評価した。イソス
テアリン酸ポリグリセリルを適量指にとり１分間放置した後に、水の入った容器に指を浸
した。その後、ガラス板に指を押し付け、ガラスへのイソステアリン酸ポリグリセリルの
付着の程度を以下の基準で４段階評価した。結果を表１に示す。また、試験結果をグラフ
（Ｘ軸：ポリグリセリンの重合度、Ｙ軸：エステル化率）にプロットした（図１）。
◎・・・ガラス板に全く付着しない
○・・・ガラス板にほとんど付着しない
△・・・ガラス板に少し付着する
×・・・ガラス板にかなり付着する
【００６４】
　また、ジイソステアリン酸ポリグリセリル－６、トリイソステアリン酸ポリグリセリル
－６、トリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０、ペンタイソステアリン酸ポリグリセ
リル－１０については、水を含まないときと、水を１０質量％含むときの粘度を計測した
。粘度測定は、Ｅ型粘度計で測定した（単位：ｍＰａ・ｓ）。結果を表１に示す。
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【００６５】
【表１】

【００６６】
　表１に示す通り、エステル化率（Ｙ）が２０～４０％強のイソステアリン酸ポリグリセ
リルは、良好な水和膜形成能を示した。
　また、表１及び図１に示す通り、エステル化率（Ｙ）が、ポリグリセリンの重合度（Ｘ
）に３７を加算した値よりも低いイソステアリン酸ポリグリセリルは優れた水和膜形成能
を示す。
　この結果より、エステル化率がＹ％である、重合度Ｘのポリグリセリンとイソステアリ
ン酸のエステル縮合体であり、下記式（１）及び（２）を充足するイソステアリン酸ポリ
グリセリルは優れた水和形成能を示すことがわかった。
（１）Ｙ＜Ｘ＋３７
（２）２０＜Ｙ＜５０
（Ｘは２以上の整数である）
【００６７】
＜試験例２＞イソステアリン酸ポリグリセリルと水を混合した時の状態の観察
　上記式（１）及び式（２）を充足し、試験例１において良好な水和膜形成能を示した、
イソステアリン酸ポリグリセリル－３、ジイソステアリン酸ポリグリセリル－６、トリイ
ソステアリン酸ポリグリセリル－６、トリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０につい
て、種々の割合で水と混合した時の透明性、増粘の程度、及びべたつきを評価した。それ
ぞれの評価は以下の基準によって評価した。結果を表２に示す。
・透明性
◎・・・透明
○・・・半透明
△・・・わずかに白濁
×・・・白濁
・増粘の程度
◎・・・半固形状まで増粘
○・・・やや柔らかいが半固形状まで増粘
△・・・少し増粘
×・・・増粘せず
・べたつき
◎・・・べたつき無し
○・・・わずかにべたつく
△・・・べたつく
×・・・かなりべたつく
【００６８】

【表２】
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【００６９】
　表２に示すように、上記式（１）及び式（２）を充足するイソステアリン酸ポリグリセ
リルは、水と混合した時に増粘した。特に、ポリグリセリンの重合度が高いイソステアリ
ン酸ポリグリセリルほど、水と高い比率で混合した時であっても半固形状まで増粘する傾
向がある。
　この結果は、上記式（１）及び式（２）を充足するイソステアリン酸ポリグリセリルは
、水と混合したときに増粘し、強固な水和膜を形成できることを示している。
【００７０】
　また、表２の結果は、ポリグリセリンの重合度が高いほど、水と混合した時の透明性が
高い傾向があることを示している。
【００７１】
＜試験例３＞水和膜の構造観察１
　イソステアリン酸ポリグリセリル－３、ジイソステアリン酸ポリグリセリル－６及びト
リイソステアリン酸ポリグリセリル－１０について、種々の割合で水と混合した時に形成
する水和膜の液晶構造を確認するため、偏光顕微鏡並びにＸ線小角散乱（ＳＡＸＳ）によ
って観察及び測定した。
　偏光顕微鏡での観察結果を図２に、ＳＡＸＳによる測定結果を図３～５に示す。
【００７２】
　図２及び図３に示した偏光顕微鏡及びＳＡＸＳの結果は、イソステアリン酸ポリグリセ
リル－３が、水との混合質量比が９０／１０～８０／２０である場合にはヘキサゴナル構
造、９５／５である場合にはラメラ構造をとっていることを示している。
【００７３】
　また、図２及び図４に示した偏光顕微鏡及びＳＡＸＳの結果は、ジイソステアリン酸ポ
リグリセリル－６は、水との混合質量比が９０／１０～８０／２０である場合にはヘキサ
ゴナル構造をとっていることを示している。
【００７４】
　そして、図２及び図５に示した偏光顕微鏡及びＳＡＸＳの結果は、トリイソステアリン
酸ポリグリセリル－１０は、水との混合質量比が９０／１０～８０／２０である場合には
キュービック構造を形成していることを示している。
【００７５】
　以上より、上記式（１）及び式（２）を充足するイソステアリン酸ポリグリセリルが形
成する水和膜は液晶構造をとり、強固であることがわかった。そして、トリイソステアリ
ン酸ポリグリセリル－１０は、液晶構造の中でも特に強固であるキュービック構造を形成
することから、特に強固な水和膜を形成することができることがわかった。
　これらの結果は、上記式（１）及び式（２）を充足するイソステアリン酸ポリグリセリ
ルを含有する皮膚外用組成物は、液晶構造をとる強固な水和膜を形成し、化粧もちに優れ
ることを示唆している。
【００７６】
＜試験例４＞イソステアリン酸ポリグリセリルと油剤との混合１
　トリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０と表３に示す油剤を８：２の割合で混合し
た混合物を調製し、該混合物１００質量部に対して５質量部の水を段階的に該混合物に加
えていき、特に良好な増粘効果を示すものをスクリーニングした。表３に結果を示す。
【００７７】
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【表３】

【００７８】
　表３の結果は、トリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０と水添ポリイソブテン、水
添ポリデセン、ミネラルオイル、及び種々のシリコーン系油剤を混合した混合物が、水と
混合した時に特に良好に増粘することを示している。
【００７９】
＜試験例５＞イソステアリン酸ポリグリセリルと油剤との混合２
　試験例４において、増粘効果を示した油剤について、さらに詳細に試験を行った。
　トリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０と油剤を表４に記載の割合で混合した混合
物を調製し、該混合物と水を８：２の割合で混合した時の透明性、増粘の程度、及びべた
つきを評価した。評価の基準は試験例２と同様である。結果を表４に示す。
【００８０】

【表４】

【００８１】
　表４に示す通り、トリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０は、シリコーン系油剤で
あるジフェニルメチルシロキシフェニルメチコン／フェニルシルセスキオキサンクロスポ
リマー、トリメチルシロキシフェニルジメチコン、ジフェニルジメチコン、ジメチコンを
混合した場合には、何れの混合質量比であっても半固形状まで増粘し、強固な水和膜を形
成した。
　一方、トリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０と、水添ポリデセン、ミネラルオイ
ル及び水添ポリイソブテンを混合すると、これら油剤の混合比が多い場合には、透明性、
増粘効果が芳しくなく、べたつきが生じる傾向があることがわかった。
　以上の結果は、シリコーン系油剤を含有する本発明の皮膚外用組成物は、強固な水和膜
を形成し、化粧もちに優れることを示している。
【００８２】
　また、シリコーン系油剤とトリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０が形成した水和
膜を放置すると、シリコーン系油剤とエステルの２層に分離することがわかった。特に、
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、すぐに相分離を起こすことがわかった。
　この結果より、シリコーン系油剤を含有する本発明の皮膚外用組成物は、肌への塗布後
に相分離を起こし、化粧もちに優れることを示唆している。
【００８３】
　また、表４に示す通りトリメチルシロキシフェニルジメチコンとの混合物は、何れの混
合比であっても透明であった。
　この結果から、トリメチルシロキシフェニルジメチコンを含有する本発明の皮膚外用組
成物は、強固かつ透明な水和膜を形成することができることがわかった。
【００８４】
＜試験例６＞水和膜の構造観察２
　試験例５で調製したトリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０とシリコーン系油剤の
混合物が形成する水和膜の構造を、試験例３と同様に偏光顕微鏡によって観察した。結果
を図６に示す。
【００８５】
　図６に示す結果は、トリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０と、ジフェニルメチル
シロキシフェニルメチコン／フェニルシルセスキオキサンクロスポリマーとの混合物は、
水と混合した時に液晶ラメラ又はヘキサゴナル構造を形成することを示している。
　また、トリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０とトリメチルシロキシフェニルジメ
チコンとの混合物は、表４に示した通り強固な水和膜を形成するものの、偏光顕微鏡によ
っては液晶構造の像を確認することができなかった。そのため、該混合物はキュービック
構造をとっているものと考察される。
　以上の結果より、シリコーン系油剤を含有する本発明の皮膚外用組成物は、液晶構造を
とる強固な水和膜を形成し、化粧もちに優れることが示唆された。
【００８６】
＜試験例７＞リキッドタイプの口紅の化粧もち効果の評価
　以下の方法によって実施例１～３及び比較例１、２のリキッドタイプの口紅を調製した
。
　まず、表５に示す割合でトリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０とトリメチルシロ
キシフェニルジメチコンを９０℃に加熱しながら撹拌混合し、エステルと油剤の混合物を
調製した。
【００８７】
【表５】

【００８８】
　前記混合物に色材を添加し、３０００ｒｐｍで１分間、ディスパーを用いて撹拌した。
これを一度撹拌棒で撹拌した後に、再び３０００ｒｐｍで１分間、ディスパーを用いて撹
拌した。その後、９０℃に加熱して脱泡を行い、容器に充填した。
【００８９】
　このようにして調製した実施例１～３及び比較例１、並びに他社既製品Ａのリキッドタ
イプの口紅について以下の方法によって二次付着レス効果を評価した。他社既製品Ａの組
成は表６に示す通りである。
【００９０】
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【表６】

【００９１】
　これらリキッドタイプの口紅を適量唇に塗布し、塗布直後、塗布から５分後、１０分後
に白色板へ唇を押し付けることで二次付着を評価した。結果を図７に示す。
【００９２】
　また、実施例１～３及び他社既製品Ａのリキッドタイプの口紅について、白色板に唇を
押し付けた後の唇側の色残りとつや残りについて、塗布直後を０、色又はつやが残ってい
ない状態を－３として評価した。結果を表７に示す。
【００９３】
【表７】

【００９４】
　図７に示すように実施例１～３のリキッドタイプの口紅は比較例１及び他社既製品Ａに
比して高い二次付着レス効果を示した。特に実施例３のリキッドタイプの口紅は極めて優
れた二次付着レス効果を示した。
　また、図７に示すように、実施例３のリキッドタイプの口紅は、二次付着レス効果を訴
求する他社機既製品Ａと比較しても優れた二次付着レス効果を発揮することがわかった。
　この結果は、本発明の皮膚外用組成物は、唇用化粧料として特に優れた二次付着レス効
果を発揮するものであることを示唆している。
【００９５】
　また、表７に示すように、実施例１～３のリキッドタイプの口紅は経時での色残りとつ
や残りに優れている。特に実施例３のリキッドタイプの口紅は、二次付着レス効果を訴求
する他社既製品Ａと比較しても優れた色残りとつや残りを示した。
　この結果より、本発明の皮膚外用組成物は、唇用化粧料として特に優れた二次付着レス
効果を発揮するものであることを示唆している。
【００９６】
　また、実施例１～３の唇用化粧料は、容器中において増粘したりゲル化したりすること
は無く、流動性を有しており、唇に塗布する際の取り扱い性に優れていた。
【００９７】
＜試験例８＞リキッドタイプの口紅の層分離の観察
　試験例７で調製した実施例３並びに比較例１のリキッドタイプの口紅に水を添加し、そ
の状態変化を観察した。結果を図８に示す。
【００９８】
　図８に示す通り、比較例１のリキッドタイプの口紅は、水を添加しても層の分離は観察
されなかった。
　一方、実施例３のリキッドタイプの口紅は、水を添加すると、増粘し水和膜を形成した
。そして、該水和膜からトリメチルシロキシフェニルジメチコンが滲み出し、２層に分離
した。この時、色材は下層のトリイソステアリン酸ポリグリセリル－１０が形成する水和
膜に取り込まれ、上層のトリメチルシロキシフェニルジメチコンの層には含まれていなか
った。色材が下層である水和膜に凝縮されているため、水を添加した後の実施例３のリキ
ッドタイプの口紅は、発色性が良好であった。
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　この結果は、色材を含む本発明の皮膚外用組成物は、色材を含む本発明の皮膚外用組成
物は、二次付着レス効果とロングラスティング効果に優れていることを示唆している。
　また、この結果は、本発明の皮膚外用組成物は、色材を水和膜に凝縮するため、色材の
含有量が少量であっても良好な発色性を発揮することを示している。
【００９９】
＜試験例９＞ロングラスティング効果と二次付着レス効果の長時間評価
　試験例７で調製した実施例３並びに比較例１のリキッドタイプの口紅を唇に適量塗布し
、１時間おきに白色板に唇を押し付けた。また、唇側の色残り及びつや残りついて評価を
行った。なお、塗布３時間後に食事をとった。
　結果を図９及び表８に示す。
【０１００】
【表８】

【０１０１】
　図９に示すように、実施例３のリキッドタイプの口紅は、唇への塗布から長時間経過し
た後であっても、白色板への付着量が著しく少ない。
　この結果は、本発明の皮膚外用組成物は、長時間にわたって二次付着レス効果を発揮す
ることを示している。
【０１０２】
　また、表８に示すように、比較例１のリキッドタイプの口紅は、食事をとった後に色と
つやの著しい低下が見られた。
　一方、実施例３のリキッドタイプの口紅は、食事をとった後であっても良好な色とつや
を持続した。そして塗布から６時間以上も色が残ることがわかった。
　この結果は、本発明の皮膚外用組成物が、ロングラスティング効果に優れていることを
示している。
【０１０３】
　以上、試験例１～９の結果は、本発明の皮膚外用組成物は強固な水和膜を形成すること
ができ、化粧もちに優れることを示す。また、これらの結果は、色材を含有する本発明の
皮膚外用組成物は、優れた二次付着レス効果、ロングラスティング効果及び保湿持続効果
を発揮することを示す。
【０１０４】
＜試験例１０＞シリコーン系油剤以外の油剤の検討
　表９に示す色材以外の原料を表記の割合で撹拌混合し９０℃に加熱。混合物を調製した
。前記混合物に色材を添加し４０００ｒｐｍ－４ｍｉｎディスパーを用いて撹拌し実施例
４～１６の組成物を得た。
【０１０５】
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【表９】

【０１０６】
　実施例４～１６の組成物は、イソステアリン酸ポリグリセリルを主とする層とシリコー
ン系油剤を主とする層が分散している状態にあった。これら組成物について、製剤の均一
性について評価を行った。評価は以下の基準により行った。結果を表９に示す。
○・・・製剤の外観が均一
×・・・製剤の外観が不均一
【０１０７】
　実施例４～１６の組成物に水を段階的に加えていき、増粘効果ついて以下の評価基準で
評価した。結果を表９に示す。
◎・・・実施例１６の組成物よりも格段に増粘効果に優れている。
○・・・実施例１６の組成物よりも増粘効果に優れている。
△・・・実施例１６の組成物よりもやや増粘効果に優れている。
×・・・実施例１６と同程度の増粘効果を示す。
【０１０８】
　表９の結果は、イソステアリン酸ポリグリセリルとシリコーン系油剤に加え、ダイマー
ジリノール酸水添ヒマシ油、ヒマシ油又はヒドロキシステアリン酸を含む組成物は、製剤
の均一性に優れていることを示している。また、これらの油剤を含む形態の本発明の組成
物は、水を吸収した際の増粘効果にすぐれ、化粧もちに優れることがわかった。
【０１０９】
＜試験例１１＞
　以下の方法によって実施例１７～２２及び比較例２～５のリキッドタイプの口紅を調製
した。
　まず、表１０に示す割合で、色材及び疎水化処理パールを除く各成分を９０℃に加熱し
ながら撹拌混合し、エステルと油剤の混合物を調製した。
【０１１０】

【表１０】

【０１１１】
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　前記混合物に色材を添加し、３０００ｒｐｍで１分間、ディスパーを用いて撹拌した。
これを一度撹拌棒で撹拌した後に、再び３０００ｒｐｍで１分間、ディスパーを用いて撹
拌した。その後、９０℃に加熱して脱泡を行い、容器に充填し冷却固化させた。
【０１１２】
　このようにして調製した実施例１７～２２及び比較例２～５のリキッドタイプの口紅に
ついて、以下の基準により製剤の均一性について評価した。結果は表１０に示す。
◎・・・製剤の外観が極めて均一である
○・・・製剤の外観が均一である
△・・・製剤の外観がやや不均一である
×・・・製剤の外観が不均一である
【０１１３】
　実施例１７～２２及び比較例２～５のリキッドタイプの口紅に水を段階的に加えていき
、増粘効果ついて以下の評価基準で評価した。結果を表１０に示す。
◎・・・半固形状まで増粘
○・・・やや柔らかいが半固形状まで増粘
△・・・少し増粘
×・・・増粘せず
【０１１４】
　実施例１７～２２及び比較例２～５のリキッドタイプの口紅を１０名のパネラーに使用
してもらい、官能評価により発色持続性及び保湿持続性を評価させた。結果を表１０に示
す。評価基準は以下の通りである。
（発色持続性）
◎・・・発色が長持ちすると答えた人数が９人以上
○・・・発色が長持ちすると答えた人数が７～８人
△・・・発色が長持ちすると答えた人数が５～６人
×・・・発色が長持ちすると答えた人数が５人未満
（保湿持続性）
◎・・・保湿性が長持ちすると答えた人数が９人以上
○・・・保湿性が長持ちすると答えた人数が７～８人
△・・・保湿性が長持ちすると答えた人数が５～６人
×・・・保湿性が長持ちすると答えた人数が５人未満
【０１１５】
　表１０の結果は、比較例の口紅と比較して、実施例の何れの口紅も製剤の均一性、増粘
効果、発色持続性、保湿持続性に優れていることを示している。
　この結果は、イソステアリン酸ポリグリセリルとシリコーン系油剤を有する本発明の皮
膚外用組成物は、ロングラスティング効果と二次付着レス効果、そして保湿持続性に優れ
ていることを示している。
【０１１６】
　また、実施例１～３と実施例６の結果より、イソステアリン酸ポリグリセリルとシリコ
ーン系油剤に加え、ダイマージリノール酸水添ヒマシ油、ヒマシ油又はヒドロキシステア
リン酸を含むことにより、本発明の皮膚外用組成物の発色持続性と安定性が向上すること
がわかった。
【０１１７】
　また、実施例１と実施例４の結果より、シリコーン系油剤としてトリメチルシロキシフ
ェニルジメチコンを含むことにより、本発明の皮膚外用組成物の増粘効果、発色持続性及
び保湿持続性が向上することがわかった。
　この結果は、シリコーン系油剤としてトリメチルシロキシフェニルジメチコンを含む本
発明の皮膚外用組成物は、ロングラスティング効果と二次付着レス効果、そして保湿持続
性に優れていることを示している。
【０１１８】
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　また、実施例１と実施例５の結果より、イソステアリン酸ポリグリセリルとして、トリ
イソステアリン酸ポリグリセリル－１０を含むことにより、本発明の皮膚外用組成物の増
粘効果、発色持続性及び保湿持続性が向上することがわかった。
　この結果は、イソステアリン酸ポリグリセリルとしてトリイソステアリン酸ポリグリセ
リル－１０を含む本発明の皮膚外用組成物は、ロングラスティング効果と二次付着レス効
果、そして保湿持続性に優れていることを示している。
【産業上の利用可能性】
【０１１９】
　本発明の皮膚外用組成物は、唇用化粧料に応用することができる。
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